
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第１５７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月１０日（火） １４時０６分ごろ 

発生場所 宮崎県門川
かどかわ

町鍋埼東方沖 

鍋埼灯台から真方位０９２°５７０ｍ付近 

（概位 北緯３２°２８.２′ 東経１３１°４２.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船  第三昇栄
しょうえい

丸、２.３９トン 

   ＭＺ３－１７２４（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート  裕新
ゆうしん

丸、５トン未満 

   ２９４－１９３１６宮崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  操縦者Ａ、旧四級小型船舶操縦士（平成８年２月７日をもって失

効していた。） 

Ｂ  船長Ｂ、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  右舷船底外板に擦過傷 

Ｂ  メイン船外機トップカウリングに破口、スペア船外機プロペラに

破損 

 事故等の経過  Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り、僚船十数隻と共に門川漁港を出港

し、手動操舵により、漁場に向けて約１２～１３ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で鍋埼東方沖を北東進していた。 

 操縦者Ａは、沿岸付近を航行していたので、左舷方に点在する岩場

等に注意していたところ、突然、Ａ船の右舷至近にＢ船を見たが、音

や衝撃を感じていなかったので、Ｂ船を通過したものと思って航行を

続け、漁場到着後、操業を行った。 

 操縦者Ａは、１１日、門川漁港において、海上保安官からＢ船との

衝突の疑いを指摘されてＡ船を上架し、右舷船底部に擦過傷を生じて

いることを確認した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、鍋埼東方沖において、船外機を

停止し、釣りをして錨泊中、船長Ｂが、右舷方７０ｍ付近からＢ船に

向けて接近するＡ船を認め、船外機を始動して前進にかけたが、平成

２５年９月１０日１４時０６分ごろＡ船と衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船に向かって手を振ったが、Ａ船が停船しなかったの

で、携帯電話で１１８番通報を行い、本事故発生場所で巡視艇の到着



 

 

を待って海上保安官に対応した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力  ２、視界  良好 

海象：海上  平穏、潮汐  低潮時 

 その他の事項  Ａ船は、甲板上に操舵室と称する構造物が設けられていたが、同構

造物内に操船設備はなく、操縦者Ａは、同構造物の後部左舷側に取り

付けられたエンジンコントロールレバーと舵柄により、後部甲板上で

操船していた。 

 Ａ船は、約１２～１３kn の速力で航行すれば、僅かに船首が浮上

し、本事故当時、いせえび漁に使用する網を後部甲板上に積んでいた

ので、更に船首浮上が大きくなり、船首方に死角（視界が制限される

状態）を生じていた。 

 操縦者Ａは、僚船との出港が一斉スタートであり、漁場先着順に網

の投入場所の優先権が得られることから、少しでも早く漁場に到着し

たいと思っていた。 

 操縦者Ａは、過去、本事故発生場所付近で釣りをするプレジャーボ

ートを見たことがあった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、鍋埼東方沖を北東進中、操縦者Ａが、左舷方に点在する岩

場等に注意を向けていたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

Ａ船の船舶所有者は、操縦者Ａの操縦免許証が失効していたことか

ら、Ａ船に有効な操縦免許証を受有する者を小型船舶操縦者として乗

船させなければならなかった。 

Ｂ船は、鍋埼東方沖において、釣りをして錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船

に向けて接近するＡ船に気付き、船外機を始動して前進にかけたが、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、鍋埼東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が釣りをし

て錨泊中、操縦者Ａが、左舷方に点在する岩場等に注意を向けていた

ため、Ｂ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、見張りを適切に行うこと。 

・船首浮上によって死角を生じる場合は、船首を振るなどして死角

を補う操船を行うこと。 

 


